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島根原子力発電所の安全対策等の状況について（第４５報） 

令和７年１２月１８日 

原子力安全対策課 

島根原子力発電所に係る状況等は次のとおりです。（前回報告は１２月２日） 

 

１ 島根原子力発電所１号機（前回報告から変化なし） 

廃止措置計画変更認可（第２段階への移行）：令和６年５月１７日 

原子炉本体周辺設備等解体撤去期間（第２段階）の作業着手：令和６年５月２９日 

現在、放射線管理区域内設備の解体撤去、解体保管物の保管エリア設定、解体機器選定及び

方法の検討等を実施している。 

２ 島根原子力発電所２号機（前回報告から変化なし） 

（１）特定重大事故等対処施設 

原子炉設置変更許可：令和６年１０月２３日 

設計及び工事の計画の認可申請：令和７年１月３１日 

３ 島根原子力発電所３号機 

原子炉設置変更許可申請：平成３０年８月１０日（補正２回）、審査会合２４回。 

安全対策工事完了予定：令和１０年度目途 

＜現地調査＞ 

１２月１２日に原子力規制委員会が敷地の地質・地質構造について現地調査を実施した(３号

機の現地調査は初)。３号機の施設が設置される地盤に認められた断層の露頭やボーリングコ

アを確認し、山岡委員は「活動性を否定できることを確認した。」と評価した。 

＜審査会合＞ 

１２月１６日には審査会合（２４回目）が開催され、可搬型重大事故等対処設備の保管場所

及びアクセスルート（以下「保管場所・アクセスルート」という。）、外部事象、全交流動力電

源喪失対策設備、保安電源設備等について確認が行われた。 

[中国電力の説明] 

・地震・津波等の自然現象を想定し、分散配置等の対策により可搬型重大事故等対処設備

（大量送水車、高圧発電機車等）が常設の事故対処設備と同時に必要な機能が失われないこ

と。 

・自然現象（洪水、風、地すべり、積雪等）や人為現象（飛来物（航空機落下等）、船舶の衝

突等）に対して原子力発電所の安全機能が損なわれないこと。 

・非常用蓄電池を設けることで全交流動力電源喪失時から常設代替交流電源設備からの電力

供給が開始されるまでの間にも重大事故等に対処するために必要な電力が供給されること。 

・互いに独立したルートの送電線により３号機に送電し、送電線事故が発生した場合でも、

他のルートから原子力発電所への電力供給ができること。 

[原子力規制委員会] 

・保管場所・アクセスルートについて、周辺斜面の崩壊や敷地下斜面及び道路面のすべりに

ついての地震・津波側の指摘事項が残っていることから、地震・津波側の審査を踏まえた

影響の有無について改めて説明すること。 
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